
5 広報すおう大島 平成 19 年 ( 2007 年 )8 月号

　

運
行
に
つ
い
て
は
、
現
行
利
用
者
の

７
割
を
占
め
る
児
童
生
徒
の
ス
ク
ー
ル

バ
ス
を
主
体
と
し
て
運
行
し
ま
す
が
、

可
能
な
限
り
地
域
の
皆
様
に
も
使
い
易

い
バ
ス
と
な
る
よ
う
努
め
て
い
き
ま
す

の
で
、
ご
利
用
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お

願
い
い
た
し
ま
す
。（
白
木
線
沿
線
住
民

の
皆
様
に
は
、
運
行
時
刻
や
料
金
等
詳

細
に
つ
い
て
後
日
お
知
ら
せ
し
ま
す
。）

　

運
行
路
線

　　

白
木
循
環
線
（
周
防
下
田
↑
↓
周
防

下
田
）
と
白
木
安
下
庄
線
（
周
防
下
田

↑
↓
町
立
橘
病
院
前
）
の
２
路
線
で
す
。

　

運
行
系
統

 　

次
の
８
系
統
で
運
行
し
ま
す
。
現
行

の
「
ふ
れ
あ
い
白
木
線
」
と
ほ
ぼ
同
じ

で
す
が
、
町
立
橘
病
院
を
発
着
す
る
系

統
は
、
従
来
の
船
越
か
ら
町
立
東
和
病

院
前
へ
向
か
う
の
で
は
な
く
、
外
入
か

ら
町
立
東
和
病
院
前
へ
向
か
う
経
路
と

な
り
ま
す
。

　

運
行
便
数

　

各
系
統
の
便
数
は
次
の
予
定
で
す
。

　

地
元
説
明
会
で
は
、
白
木
循
環
線
左

回
り
第
6
系
統
が
3
便
あ
り
ま
し
た
が
、

地
元
説
明
会
で
の
要
望
お
よ
び
利
用
実

態
を
考
慮
し
第
6
系
統
を
2
便
と
し
、

右
回
り
第
2
系
統
を
1
便
追
加
し
3
便

に
す
る
予
定
で
す
。

１ 周防下田⇒片添⇒沖家室⇒船越⇒周防下田⇒周防長
崎（右回り）

２ 周防下田⇒片添⇒沖家室⇒船越⇒周防下田（右回り）

３ 森野⇒片添⇒沖家室⇒船越⇒周防下田（右回り）

４ 周防下田⇒森野⇒片添⇒大積（右回り）

５ 本浦⇒片添⇒周防下田（左回り）⇒外入⇒町立橘病
院前

６ 周防下田⇒船越⇒沖家室⇒片添⇒周防下田（左回り）

７ 町立橘病院前⇒外入⇒周防下田⇒船越⇒沖家室⇒片
添⇒周防下田（左回り）

８ 周防下田⇒外入⇒町立橘病院前

系統 登校日
登校日
以外

系統 登校日
登校日
以外

１ １便 － ５ １便 －

２ 3 便 3便 ６ 2 便 2便

３ １便 － ７ １便 1便

４ １便 － ８ － 1便

　

運
行
時
刻

 　

現
在
大
島
本
線
を
運
行
す
る
防
長
交

通
㈱
と
調
整
し
て
い
ま
す
。

　

料
金

　　

現
行
の
ふ
れ
あ
い
白
木
線
の
料
金
と

同
じ
で
す
が
、
運
行
系
統
第
１
と
第
５

に
つ
い
て
新
た
に
料
金
を
設
定
し
た
区

間
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
バ
ス
カ
ー
ド

や
定
期
は
あ
り
ま
せ
ん
が
１
０
０
円
と

10
円
の
回
数
券
を
用
意
し
ま
す
。
ま
た
、

ス
ク
ー
ル
バ
ス
で
す
の
で
児
童
生
徒
が

通
学
区
間
を
利
用
す
る
場
合
は
無
料
で

す
。

　

バ
ス
車
両

　

新
た
に
前
乗
り
29
人
乗
り
マ
イ
ク
ロ

バ
ス
2
台
を
購
入
し
ま
す
。

　

運
転
業
務

　

指
名
競
争
入
札
に
よ
り
平
成
19
年
度

は
、
㈲
久
観
交
通
が
運
転
業
務
を
行
い

ま
す
。

　

車
両
設
備

　

車
両
コ
ス
ト
を
縮
減
す
る
た
め
、
整

理
券
発
行
機
、
両
替
機
付
料
金
箱
、
電

光
式
運
賃
表
示
板
等
の
設
備
は
あ
り
ま

せ
ん
の
で
、
料
金
を
車
内
の
料
金
表
で

確
認
し
、
両
替
は
運
転
手
さ
ん
に
申
し

出
て
く
だ
さ
い
。

　

利
用
方
法

 　

乗
車
時
に
乗
務
員
の
確
認
を
得
て
乗

車
し
、
降
車
時
に
料
金
ま
た
は
回
数
券

を
簡
易
料
金
箱
へ
投
入
し
て
く
だ
さ
い
。

　

運
行
負
担

　

町
の
負
担
が
平
年
度
で
年
間
約

１
２
０
０
万
円
程
度
縮
減
さ
れ
る
見
込

み
で
す
。

　

そ
の
他

 　

白
木
半
島
沿
線
住
民
か
ら
要
望
の
あ

り
ま
し
た
フ
リ
ー
乗
降
制
に
つ
い
て
は
、

運
行
開
始
か
ら
一
定
期
間
経
過
後
、
区

間
を
特
定
し
て
採
用
す
る
予
定
で
す
。

　

お
問
い
合
わ
せ
等
の
窓
口

　　

混
乗
利
用
者
の
窓
口
は
、
東
和
総
合

支
所
ま
た
は
商
工
観
光
課
（
☎
７
９
‐

１
０
０
３
）
で
す
。
ま
た
、
児
童
生
徒

利
用
者
の
窓
口
は
学
校
教
育
課
（
☎

７
８
‐
２
２
０
４
）
で
す
。


